
大仙市では「大仙市過疎地域持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する

条例」に基づき、令和３年４月１日から令和９年３月３１日までに取得された資産で、

次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除を受けることができます。 

 

 

（注）既存設備の更新・取替えのために償却資産を取得した場合は、その取得により、 

生産能力・処理能力が従前と比して３０％以上向上するものに限る。 

 

〇  

 ・土地：当該家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ（駐車場を除く） 

    ※取得の日の翌日から起算して１年以内に当該家屋の建設着手があった 

場合に限る。 

 

項目 新過疎法（持続的発展支援）

対象地域 大仙市全域

取得期間 令和３年４月1日から令和９年３月３１日まで

対象業種
製造業・情報サービス業等・農林水産物等販売業・旅館業
（下宿営業を除く）
・青色申告書を提出する個人または法人

取得価格の総額
５００万円以上
取得価格の判定については、圧縮記帳後の価格
（※詳細は別表をご覧ください）

対象となる設備投資

事業用資産である建物（附属設備）、構築物、機械及び装置の
取得または製作もしくは建設（増築・改築・修繕または模様替
えの工事による取得または建設）
※資本金の額が５，０００万円を超える法人は、新設、増設のみ
（注）

・租税特別措置法第12条第4項の表の第1号または第45条第3
項の表の第1号の規定の適用を受ける設備



・家屋：建設及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分 

    ※事務所・倉庫等・従業員宿舎等を除く。 

・償却資産：構築物・機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分 

 

〇  新たに固定資産税が課されることになった年度以降３年度分 

※  

 

※課税免除の対象となる区域や業種は市町村の産業振興策に資する措置とするため 

大仙市過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて実施される事業が対象となります。 

 

〇 ：毎年１月３１日 

〇  

提出書類様式は、大仙市のホームページからダウンロードしていただくか、 

各支所市民サービス課、税務課資産税班にも用意しております。 

 

【提出書類】 

・課税免除申請書（様式第１号） 

・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 

・取得資産の明細書 土地・家屋（別紙１）、償却資産（別紙２） 

・特別償却を受けない理由書（別紙３） 

・提出書類一覧 

〇 ：大仙市役所 市民部税務課 資産税班 

電話 0187－63－1111（代表）内線：107・133 

業種 資本金
取得または製作もしくは
建設した設備の取得価格

５，０００万円以下 ５００万円以上

５，０００万円～１億円
１，０００万円以上
※新設・増設に限る

１億円超
２，０００万円以上
※新設・増設に限る

５，０００万円以下 ５００万円以上

５，０００万円超
５００万円以上
※新設・増設に限る

製造業・旅館業

農林水産物等販売業
情報サービス業等


